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平成 21 年 12 月 10 日 

20 条登録検査機関 

（全国給水衛生検査協会正会員）各位 

都道府県政令市水道行政担当 御中 

 

一般社団法人全国給水衛生検査協会 

会 長 奥 村 明 雄 

 

「平成２１年度水道水質検査に関わる外部精度管理調査」の実施について 

（ご案内） 
 

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

当協会の事業運営につきましては、平素格別の御高配を賜り深謝いたしております。 

さて、標記の件につきまして、下記のとおり実施いたしますのでご案内申し上げます。 

なお、本調査につきましては、当協会会員 20 条登録検査機関の参加が必須となっており

ますので、ご多忙のところ誠に恐縮いたしますがご理解よろしくお願い申し上げます。 

 

記 
 

１．事業名 

  「平成２１年度水道水質検査に関わる外部精度管理調査」 

 

２．担 当 

  飲料水検査技術委員会 

 

３．実施内容 

（１）実施要領・・・・・・・・・・・別添参照 

（２）測定結果の送付（ＦＤ）・・・・ 平成 22 年 1 月上旬 

（一般社団法人全国給水衛生検査協会事務局から送付） 

（３）試料の配布・・・・・・・・・・平成 22 年 1 月中旬 

（試薬会社から直接勤務先に送付） 

※試料の配布先がご案内状と異なる場合、事務局へお電話か下記Ｅ-mail 宛にご 

連絡下さい。 

（４）分析結果の報告期限・・・・・・平成 22 年 2 月 26 日必着厳守 

（５）分析結果報告書提出先・・・・・当協会 事務局宛 

（６）実施結果の報告等・・・・・・・平成 22 年度総会及び飲料水検査技術研修会 

 

４．参加機関 

  一般社団法人全国給水衛生検査協会 水道法第 20 条登録検査機関の全正会員とする。

また、水道事業体等で参加を希望する組織の参加を認める。 

 

５．参加経費（請求書同封） 

  １機関 ３０，０００円（試料代等、送料、消費税込み）を平成 22 年 1 月末までお振

り込みください。 

振込先：三菱東京 UFJ 銀行 川崎駅前支店 普通 0004409 
        ｼﾔ)   ｾﾞﾝｺｸｷｭｳｽｲｴｲｾｲｹﾝｻｷｮｳｶｲ ｶｲﾁｮｳ ｵｸﾑﾗ ｱｷｵ 

一般社団法人全国給水衛生検査協会  会長 奥村 明雄 
 

６．問合せ先  一般社団法人全国給水衛生検査協会 事務局 大和田いづみ 

 TEL：044-270-4375 FAX:044-270-4376 

 Ｅ-mail：oowada@kyueikyo.jp 



平成２1 年度水道水質検査に関わる外部精度管理調査 

実施要領 

１．調査目的 

 本調査は、飲料水測定分析に従事する諸機関が、均一に調製された試料を分析

することによって得られる結果と前処理条件、分析機器の使用条件等との関係そ

の他分析実施上の具体的な問題点の調査を行うことにより、①分析機関における

データのばらつきの程度と正確さに関する実態を把握し、②参加機関の分析者が

自己の技術を客観的に認識して、分析技術の一層の向上を図る契機とし、さらに、

③各分析法についての得失を明らかにして、分析手法、分析技術の改善を図り、

もって、分析の精度及び正確さの向上、データの信頼性の確保に資することを目

的とする。 

 

２．分析対象項目 

  調査項目は、無機物質がマンガン、有機物質がクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及び

トリクロロ酢酸の 3項目で、各項目について濃度の異なる２種類のサンプルであ

る。 

 

３．配布試料の概要 

分析用試料 

名  称 No 送付量 容 器 個数 溶 媒 

１ 3L ポリエチレンビン 1 
無機試料 

２ 3L ポリエチレンビン １ 
精製水+硝酸30ｍL 

３ 500mL ガラス瓶 １ 
有機試料 

４ 500mL ガラス瓶 １ 
精製水 

 
 

 



配布試料の濃度範囲は次のとおりである。 

項  目 濃 度 範 囲 

マンガン 0.005～0.1mg/L 

クロロ酢酸、ジクロロ酢酸 

トリクロロ酢酸 
0.001mg/L～0.1mg/L 

 
 
４．分析方法 

分析方法は、下表のとおりとする。 

分 析 方 法 

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成 15 年 7

月 22 日 厚生労働省告示第 261 号） 

 

５．分析実施上の注意点 
 

１）試料到着後、直ちに分析できない場合は、冷蔵庫等冷暗所で保存する。ただ

し、試料到着後１週間程度で分析を終了すること。また、試料びんの蓋を開け

たまま長時間放置しないこと。 

 

２）標準液は、分析用試料の濃度範囲を考慮して適宜調製すること。 

 

  ３）試料の分析値は、配布試料溶液中の濃度として報告する。 

 

 ４）分析を行う者は、日常当該分析項目の担当者とする。 

 

 ５）測定回数、検水量等本実施要領に記載していない事項は各検査機関の判断で

実施すること。 

６）配布試料には妨害物質等が添加してある場合もあるので注意して分析するこ

と。 

 



６．報告書等の記入における留意点 
 

１）検査機関番号は、記入しなくて良い。 

２）測定結果等は、別添のフロッピィーディスク（ＦＤ）のファイル（Microsoft 

Excel）のワークシートに必要な内容を入力すること。 

 

３）報告書には、分析者の当該分析項目での経験年数、昨年度の分析検体数を記

入する。 

４）分析結果は、分析溶液中の濃度（㎎/L）で表し、有効数字２桁（３桁目を四

捨五入する）で表示する。 

５）指定した方法以外で分析を行った場合は、分析方法のフローシート、機器の

測定条件等をできるだけ詳しく報告すること。 

 

７．提出報告書等 
 

提出する報告書は、下記の内容を電子データ（ワード、エクセル及び PDF ファイル等）

にし、CD 又は DVD（書面は不可）に保存したものを送付する（CD 等には所在地の都道

府県名、検査機関名を必ず記載すること）。 
 

１）報告書 

別添のフロッピィーディスク（ＦＤ）のファイル（Microsoft Excel で作成）

に必要な内容を入力したもの。 

２）分析チャート等 

測定野帳、チャート及び検量線グラフ等の分析結果を得るために必要な記録類 

３）分析方法フローシート 

前処理方法、用いた試薬の種類・量、検水量、試験溶液量等について簡単に記

載する。 

 

８．調査に関する問い合わせ先 

   一般社団法人全国給水衛生検査協会 事務局 FAX 044-270-4376 

必ず FAX で連絡すること。 



９．報告書の提出期限 

    平成 22 年 2 月 26 日 必着厳守 

 

10．報告書の提出先 

   一般社団法人全国給水衛生検査協会 事務局 

    〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町 10-6  TEL 044-270-4375 

                                 FAX 044-270-4376  
 

 

 

 

 

 


